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株 主 各 位 

 

第201期定時株主総会招集ご通知に際しての 

インターネット開示事項 

 
 

第201期（自2018年１月１日至2018年12月31日） 

■ 事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」…………… １頁

■ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」… １頁

■ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」……………… ７頁

■ 連結計算書類の「連結注記表」………………………………… ８頁

■ 計算書類の「株主資本等変動計算書」…………………………16頁

■ 計算書類の「個別注記表」………………………………………17頁
  

東京建物株式会社 

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の定めに基づき、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.tatemono.com/ir/）に掲載することにより、株主の皆様に提
供しております。 
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■ 会社の新株予約権等に関する事項 
 該当事項はありません。 
 
■ 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要 
１．業務の適正を確保するための体制 
 当社は、企業理念に「信頼を未来へ」を掲げ、お客様の信頼に応えることを全役職員の行動の
基本とするとともに、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」とい
う｡）を整備し、その徹底・浸透を図ることを基本方針としております。 
 
① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 
⑴ 役職員は､「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスに徹して誠実に業務を
遂行する。 

⑵ 内部統制管理委員会、総務コンプライアンス部及び内部監査室は､「コンプライアンス規
程」及び「不正行為等の通報に関する規程」に基づき、コンプライアンス体制の整備及び
問題点の把握に努める。 

⑶ 役職員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合、速やかに内部監査室もしくは別途
当社が指定する窓口に通報するものとし、通報を受けた内部監査室による調査を踏まえ、
当社は是正措置及び再発防止措置を講じるものとする。 

⑷ 内部統制管理委員会は、必要に応じ、コンプライアンス体制の構築、運用状況、改善等に
ついて取締役会、監査役会に報告する。 

⑸ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅
然とした態度で対応する。また、反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、総務コ
ンプライアンス部を対応総括部署とし、警察等関連機関とも連携し対応する。 

 
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 
 当社は、取締役の職務の執行に係る文書 (電磁的記録を含む｡)、その他重要な情報について、
｢文書管理規程」及び「情報管理規程」に基づき、定められた期間、所定の保管場所に保管する。 
 
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
⑴ 当社は、リスク管理体制の基本を定める「リスク管理規程」に基づき、リスクを管理する
各担当部署においてリスクを継続的に監視するほか、企画部をリスク管理の統括部署とし
て、全社のリスクを総括的に管理する。 

⑵ 企画部は、想定されるリスクに応じた適切な情報伝達とリスク管理体制を整備し、総務コ
ンプライアンス部は内部管理体制に起因するリスクに関して企画部を補佐する。 

⑶ 内部統制管理委員会は、内部統制リスク（内部管理リスク及びコンプライアンスリスク）
の全社的推進、情報の共有化を行う。 
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⑷ 内部監査室は、各部署の日常的なリスク管理状況の監査を実施し、その調査結果を定期的
に内部監査室担当取締役、代表取締役、監査役、総務コンプライアンス部並びに企画部に
報告する。 

 
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
⑴ 当社は､「組織規程」及び「職務権限規程」に基づき、各部門の業務及びその権限を明確
にし、取締役の職務の効率性確保に努める。 

⑵ 取締役は、取締役会において決定した中期経営計画に基づき、効率的な業務遂行体制を構
築する。また、経営資源の適正な配分等を考慮の上、年度毎に事業計画及び利益計画を策
定し、取締役会で決定する。 

⑶ 取締役会は、定期的に各部門の目標達成状況の報告を受け、必要に応じて目標を修正し、
業務遂行体制の効率化に向けた改善策を決定する。 

 
⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 
⑴ 当社は、グループ会社役職員が「グループコンプライアンス憲章」及び「グループコンプ
ライアンスマニュアル」に基づき、コンプライアンスに徹して誠実に業務を遂行する体制
を構築する。 

⑵ 当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社総務コンプライアンス部並
びに企画部は、グループ各社全体の内部統制に関する担当部署として、当社及びグループ
各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われ
る体制を構築する。 

⑶ 当社取締役は、取締役会において決定したグループ中期経営計画に基づき、効率的なグル
ープ業務遂行体制を構築する。また、年度毎にグループ各社の事業計画及び利益計画をモ
ニタリングし、取締役会に報告する。 

⑷ 当社は、当社の取締役または監査役等をグループ各社に派遣する等の方法により、グルー
プ各社の役職員からその職務執行の状況について定期的に報告を求めるなど、業務の適正
性を確認する体制を構築する。 

⑸ 当社内部監査室は、グループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社の内部監査室担当
取締役、代表取締役、監査役、総務コンプライアンス部、企画部及びグループ各社の社長
に報告し、当社総務コンプライアンス部及び企画部は必要に応じて、内部統制に係る改善
策の指導、実施の支援・助言を行う。 

 
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
体制 
⑴ 当社は、監査役会の要請により、監査役スタッフとして、監査職務を円滑に遂行するため
に必要な人員を配置する。 
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⑵ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査役スタッフは、その命令に関して、取締役、
内部監査室長等の指揮命令を受けないこととする。 

⑶ 監査役スタッフは、他部署を兼務する場合においても監査役スタッフとしての業務を優先
するものとし、また、当社は、監査役スタッフの人事異動に際しては常勤監査役の事前同
意を得るものとする。 

 
⑦ 監査役への報告等に関する体制 
⑴ 当社は、取締役会及びグループ経営会議については、監査役の出席を確保し、また、取締
役、内部監査室及び内部統制管理委員会は、当社及びグループ各社に関する以下の事項に
ついて速やかに監査役に報告する。 
（取締役） 
重大な影響を及ぼす恐れのある事項 

（内部監査室） 
内部監査状況 
不正行為等の通報状況及びその内容 

（内部統制管理委員会） 
内部管理及びコンプライアンス上重要な事項 

⑵ 当社は、監査役に不正行為等を報告した者が、報告したことを理由として不利な取扱いを
受けることがないよう体制を整備する。 

 
⑧ その他監査が実効的に行われることを確保するための体制 
⑴ 当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をした
ときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその費
用または債務を処理する。 

⑵ 当社は、監査役が、会計監査人、取締役、各部署から定期的に報告を受け、また各々と随
時意見交換を行うことができる体制を整備する。 
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 
① コンプライアンスに関する取り組み 
⑴ 当社は、当社及びグループ会社役職員が遵守すべきコンプライアンス上の行動基準をまと

めたコンプライアンスマニュアルの一部見直しを行い、当社及びグループ各社に周知しま
した。 

⑵ 当社は、役職員に対して、コンプライアンス意識の浸透を図るとともに、これまでの施策
の効果を検証するため、グループコンプライアンスアンケートを実施しました。 

⑶ 当社は、内部統制管理委員会を２回開催し、当社及びグループ各社におけるコンプライア
ンス経営の推進等について協議を行うとともに、コンプライアンス遵守状況についてモニ
タリングを行いました。 

 
② リスク管理に関する取り組み 
⑴ 当社は、内部統制管理委員会を２回開催し、当社及びグループ各社における内部統制リス
ク（内部管理リスク及びコンプライアンスリスク）の管理について協議を行うとともに、
重要なリスク事案についてモニタリングを行いました。 

⑵ 当社は､「震災対策基本計画書」及び「事業継続計画書」の有効性を検証するため、首都
直下地震等の大地震を想定した震災対策訓練を実施しました。 

⑶ 当社は、2018年６月の大阪府北部地震及び同９月の『平成30年北海道胆振東部地震』に
際しては､「震災時初動対応マニュアル」等に基づきグループ役職員の安否確認を行うと
ともに、震災対策本部を設置する等により被災状況の把握及び業務継続に向けた対応を行
いました。 

⑷ 内部監査室は、内部監査計画に基づきグループ会社を含む９件の監査を実施し、その調査
結果を内部監査室担当取締役、代表取締役、監査役、総務コンプライアンス部及び企画部
に報告しました。 

 
③ 取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上に関する取り組み 
⑴ 取締役会は、原則月１回取締役会を開催し、法令または定款に定められた事項並びに事業
計画及び利益計画等の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受け、取締
役の職務執行の監督を行いました。 

⑵ 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役候補者及び代表取締役の選定や社外取
締役でない取締役の報酬等を審議し取締役会へ答申する「諮問委員会」を設置し、合計４
回開催しました｡「諮問委員会」は、これらの事項に関する手続きの客観性や透明性を確
保すべく社外取締役を主要メンバーとして構成しております。 

⑶ 当社は、取締役会の実効性評価のため、全ての取締役及び監査役を対象にアンケートを実
施しました。 
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⑷ 当社は、取締役会付議事項その他重要な業務執行を審議するため、グループ経営会議を合
計38回開催しました。 

 
④ 企業集団における業務の適正性の向上に関する取り組み 
⑴ 当社は、グループ会社役職員に対して、コンプライアンス意識の浸透を図るとともに、こ
れまでの施策の効果を検証するため、グループコンプライアンスアンケートを実施しまし
た。 

⑵ 当社は、グループ会社の重要案件については、当社のグループ経営会議において報告･審
議を行うとともに、グループ各社の事業計画及び利益計画をモニタリングし取締役会に報
告しました。 

⑶ 当社は、当社及びグループ会社の幹部役職員に対して、グループにおけるハラスメント防
止意識の浸透を図るため、グループコンプライアンスセミナーを実施しました。 

 
⑤ 監査役への報告及び監査の実効性確保等に関する取り組み 
⑴ 監査役は、取締役会及びグループ経営会議等の重要な会議に出席し、業務の執行状況を把
握したほか、会計監査人､取締役､各部署から適宜必要な報告､説明を受けました。 

⑵ 監査役は、企業集団における内部統制監査の一環として、グループ会社監査役との間で連
絡会議を開催し、グループ各社の監査役から必要な報告､説明を受けました。 

⑶ 当社は、監査役に不正行為等を報告した者が、報告したことを理由として不利な取扱いを
受けることがないよう体制を整備しております。 
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(ご参考) 
  
●コーポレート･ガバナンスに関する基本的な考え方 
 当社は、企業価値の増大に向け、経営の健全性・透明性を確保しつつ効率性を高めることを
主眼として、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。また、当社の事業内
容等を株主をはじめとするステークホルダーの皆様に的確に理解していただけるよう、積極的
かつ適切な情報開示を行っております。 
 また、当社は、「企業理念」の「行動規範」に「法令遵守の精神」を掲げ、コンプライアン
スに係る体制を構築し、法令遵守意識の向上や違法行為・不正行為等の発生抑制・未然防止に
努めております。 
 
●取締役会の実効性の評価方法及び評価結果 
 当社は、取締役会の構成、議案及び運営等に関するアンケート調査を全ての取締役及び監査
役に対して実施し、その結果を分析のうえ取締役会において議論しました。その結果、取締役
会としての実効性は十分確保されていることを確認しました。 
 
●コーポレート・ガバナンス体制図 
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■ 連結株主資本等変動計算書 （自2018年１月１日至2018年12月31日） （単位：百万円）  
 

 
株 主 資 本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
当 期 首 残 高 92,451 66,722 87,153 △32 246,295 
当 期 変 動 額      
剰 余 金 の 配 当   △6,942  △6,942 
親会社株主に帰属する当期純利益   27,277  27,277 
自 己 株 式 の 取 得    △205 △205 
自 己 株 式 の 処 分  △0  0 0 
連 結 範 囲 の 変 動   △20  △20 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純 額)      

当 期 変 動 額 (合 計) ― △0 20,314 △205 20,109 
当 期 末 残 高 92,451 66,722 107,468 △237 266,404 
 

（単位：百万円）
 

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 
非支配株主 
持分 

純資産 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

退職給付 
に係る 

調整累計額 

その他の 
包括利益 
累計額合計 

当 期 首 残 高 62,508 30,932 4,530 664 98,636 8,487 353,419 
当 期 変 動 額        
剰 余 金 の 配 当       △6,942 
親会社株主に帰属する当期純利益       27,277 
自 己 株 式 の 取 得       △205 
自 己 株 式 の 処 分       0 
連 結 範 囲 の 変 動       △20 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純 額) △12,649 ― △3,658 △602 △16,910 △40 △16,950 

当 期 変 動 額 (合 計) △12,649 ― △3,658 △602 △16,910 △40 3,158 
当 期 末 残 高 49,859 30,932 872 61 81,726 8,447 356,578 

 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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■ 連 結 注 記 表  【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】 
  １．連結の範囲に関する事項 
   （１）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連 結 子 会 社 の 数 27社 
主 要 な 連 結 子 会 社 の 名 称 東京建物不動産販売㈱、東京不動産管理㈱、㈱東京建物アメニティサポート、 

東京建物リゾート㈱、日本パーキング㈱ 
㈱イー・ステート・ラボは、新規設立したため、連結の範囲に含めております。 
㈱誠愛苑他４社は、連結子会社に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。 
㈱東京建物ファイナンスは、重要性が低下したため、連結の範囲から除外しております。 
渋谷プロジェクト特定目的会社他２社は、清算等により、連結の範囲から除外しております。 

（２）主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社の名称 ㈱東京建物ファイナンス 
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等から

見ていずれも小規模であり、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲
から除いております。 

２．持分法の適用に関する事項 
   （１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社の名称等 

持分法を適用した非連結子会社の数 ０社 
持分法を適用した関連会社の数 19社 
主 要 な 関 連 会 社 の 名 称 霞が関開発特定目的会社 
浙江財富興園置業有限公司他４社は、取得により持分法適用の範囲に含めております。 
PT Dharma Tatemono Property及びPT Dharma Tatemono Residencesは、重要性が増したため持分法適用の範囲に含めて
おります。 
揚州万維置業有限公司は、持分を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しております。 

（２）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等 
主 要 な 会 社 の 名 称  
非 連 結 子 会 社 ㈱東京建物ファイナンス 
関 連 会 社 日精ビル管理㈱ 

持 分 法 を 適 用 し な い 理 由 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の当期純損益の額のうち持分に見合う
額の合計額及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、これらの会社に対する投資については持分法を適
用しておりません。 

  ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
連結子会社の決算日が連結決算日と異なるものは次の通りであります。 
 10月29日決算会社 匿名組合１社（＊１） 
 11月30日決算会社 特定目的会社２社（＊２） 
  （＊１）連結決算日現在で本決算に準じた仮決算に基づく計算書類を使用しております。 
  （＊２）連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。 
ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 
その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。 
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  ４．会計方針に関する事項 
   （１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券  
満 期 保 有 目 的 の 債 券 償却原価法（定額法） 
そ の 他 有 価 証 券  
時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
時価のないもの 移動平均法による原価法 

②たな卸資産  
販 売 用 不 動 産 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
仕 掛 販 売 用 不 動 産 同上 
開 発 用 不 動 産 同上 

   （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産（リース資産を除く）  
建 物 及 び 構 築 物 定額法 
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産  
機 械 及 び 装 置 主として定額法 
車 両 運 搬 具 主として定率法 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 同上  ただし、一部国内連結子会社は2016年３月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物において定率法を採用しております。 

また、在外連結子会社は定額法を採用しております。  ②無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 
 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。  ③リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 
なお、リース取引開始日が2008年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取
引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（３）重要な引当金の計上基準 
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。な
お、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権について、債権全額に貸倒引当金を設
定している場合は、当該貸倒引当金を債権から直接減額しております。 
当連結会計年度末において、この基準に該当する債権は2,698百万円であります。 

完 成 工 事 補 償 引 当 金 一部連結子会社は、完成工事に係る補修費用の支出に備えるため、過年度の実績を基礎と
した額を計上しております。 

賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上して
おります。 

役 員 賞 与 引 当 金 一部連結子会社は、役員に対する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。 

役 員 株 式 給 付 引 当 金 役員株式給付規程に基づく当社役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末
における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 一部連結子会社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末
要支給額を計上しております。 

環 境 対 策 引 当 金 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）等の廃棄物処理の支出に備えるため、合理的に見積もった
額を計上しております。 
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   （４）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
    ①重要な繰延資産の処理方法 
       社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。 
    ②重要なヘッジ会計の方法 
     ⅰ．ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しており、それ以外のものについては、繰延ヘッジ処
理によっております。 

     ⅱ．ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 金利スワップ 
ヘッジ対象 借入金 

     ⅲ．ヘッジ方針 
金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。 

     ⅳ．ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ対象のキャッシ
ュ・フローの変動の累計を比較して有効性を判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効
性の判定を省略しております。 

    ③退職給付に係る会計処理の方法 
     ⅰ．退職給付見込額の期間帰属方法 
       退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に

よっております。 
     ⅱ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。 
       数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ

り翌連結会計年度から費用処理しております。 
    ④消費税等の会計処理方法 

税抜方式を採用しております。 
    ⑤のれんの償却方法及び償却期間 
       のれんの償却については、実質的に償却年数を見積もり、その年数で均等償却することとしております。なお、償却年数は主に

５年であります。 
 
【表示方法の変更に関する注記】 

  （連結損益計算書） 
   前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記しております。 
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【連結貸借対照表に関する注記】 
  １．担保に供している資産及び担保に係る債務 
   （１）担保に供している資産 

販 売 用 不 動 産 56百万円
建 物 及 び 構 築 物 74,879百万円 （63,225百万円）
土 地 34,516百万円
その他（有形固定資産） 426百万円 （426百万円）
借 地 権 90,653百万円 （90,653百万円）
敷 金 及 び 保 証 金 4,398百万円 （4,398百万円）

      上記のうち､（ ）内書きはノンリコース債務に対応する担保提供資産を示しております。 
   （２）担保に係る債務 

短 期 借 入 金 3,662百万円 （3,550百万円）
未 払 金 902百万円
その他（流動負債） 106百万円
長 期 借 入 金 183,506百万円（182,949百万円）
受 入 敷 金 保 証 金 192百万円
その他（固定負債） 2,839百万円

      上記のうち､（ ）内書きはノンリコース債務を示しております。 
上記のほか、現金及び預金（定期預金）１百万円及び投資有価証券162百万円を、関係会社の資金借入に対する債務保証の担保等
として差し入れております。 

２．不動産特定共同事業（匿名組合方式）の対象不動産等 
販 売 用 不 動 産 97百万円 
仕 掛 販 売 用 不 動 産 2,080百万円 
建 物 及 び 構 築 物 他 4,350百万円 
土 地 22,817百万円 
その他（無形固定資産） 0百万円 
敷 金 及 び 保 証 金 76百万円 
その他（投資その他の資産） 17百万円 
     計 29,439百万円 

上記に対応する出資受入金は、｢不動産特定共同事業出資受入金」に計上しております。 
３．有形固定資産の減価償却累計額 153,718百万円 
４．保証債務 

マンション購入者等の住宅ローンに対する債務保証 13,312百万円
上記のほか、海外事業において当社が出資するプロジェクト会社の資金借入に関して、同社の負債比率を一定の水準に維持すること
等を約した保証契約を金融機関と締結しております。 

５．事業用土地の再評価 
当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る差額
金を固定負債及び純資産の部に計上しております。 
・再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める鑑定評価に基づいて算出しておりま
す。 

・再評価を行った年月日 2000年12月31日 
６．当連結会計年度において、有形固定資産35,271百万円及び無形固定資産277百万円を保有目的の変更により、販売用不動産26,440百
万円、仕掛販売用不動産7,042百万円及び開発用不動産2,066百万円に振替えております。 
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【連結損益計算書に関する注記】 
減損損失 
当社グループは、主に個別物件単位でグルーピングを行い、当連結会計年度において以下の資産グループについて減損損失を計上いたし
ました。 

主な用途 種類 場所 減損損失 
（百万円） 

リゾート施設他  土地、建物及び構築物他  山梨県南都留郡他 1,857 

賃貸ビル  土地、建物  東京都中央区 637 
当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている資産グループ等について、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 
減損損失の内訳は次の通りであります。 

土      地 963百万円
建物及び構築物他 1,462百万円
無 形 固 定 資 産 70百万円
    計 2,495百万円

なお、回収可能価額は、主に正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士による鑑定評価額等により評価しておりま
す。 

 
【連結株主資本等変動計算書に関する注記】 

  １．連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 
普 通 株 式 216,963,374株 

  ２．配当に関する事項 
   （１）配当金支払額 

決   議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 基 準 日 効力発生日 

2018年３月28日 
定時株主総会 普通株式 3,471 16 2017年12月31日 2018年３月29日 
2018年８月２日 
取締役会 普通株式 3,471 16 2018年６月30日 2018年９月４日 
（注）2018年８月２日取締役会決議による配当金の「配当金の総額」には、株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円

が含まれております。 
 

   （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
上記の事項については、次の通り決議を予定しております。 
決   議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 

（百万円） 
１株当たり 
配当額（円） 基 準 日 効力発生日 

2019年３月27日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 4,121 19 2018年12月31日 2019年３月28日 
（注）｢配当金の総額」には、株式給付信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。 
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【金融商品に関する注記】 
  １．金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達しております。 
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、資産流動化法に基づく特定目的会社に対する優先出資証券等で
あり、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。 
借入金及び社債のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金及び社債
は主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は変動金利であるため、その一部についてデリバテ
ィブ取引（金利スワップ取引）を利用して金利変動リスクをヘッジしております。なお、デリバティブについては、金利変動リスクを
ヘッジする目的で行っており、投機的な取引は行わない方針であります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 
2018年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。 
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません ((注２) 参照)。 
 

 連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

（１）現金及び預金 31,716 31,716 － 
（２）有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 101,213 101,213 － 
資産計 132,930 132,930 － 
（１）短期借入金 107 107 － 
（２）コマーシャル・ペーパー 33,000 33,000 － 
（３）１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 660,266 665,794 5,527 
（４）１年内償還予定の社債及び社債 160,000 162,577 2,577 
負債計 853,374 861,479 8,104 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
資産 
（１）現金及び預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 
（２）有価証券及び投資有価証券 

これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は主として取引金融機関等から提示された価格によって
おります。 

負債 
（１）短期借入金及び（２）コマーシャル・ペーパー 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 
（３）１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 

これらのうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い
て算定する方法によっております。 

（４）１年内償還予定の社債及び社債 
社債の時価については、市場価額等によっております。 

デリバティブ取引 
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該
長期借入金等の時価に含めて記載しております。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

①非上場株式等 （＊１） 26,256 
②優先出資証券 （＊１） 376 
③匿名組合出資金（＊２） 4,904 
④受入敷金保証金（＊３） 75,245 
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（＊１）これらについては、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、｢資産（２）有価証券及び投資
有価証券」には含めておりません。 

（＊２）匿名組合出資金については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象には含
めておりません。 

（＊３）受入敷金保証金については、市場価額がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することが困難であることから、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象には含めておりません。 

 
【賃貸等不動産に関する注記】 
当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸オフィスビル、賃貸マンション、賃貸商業施設等を所有しております。 
なお、賃貸オフィスビル等の一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む
不動産としております。 
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する当連結会計年度末の連結貸借対照表計上額及び時価は、
次の通りであります。 

 連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の時価 
（百万円）  当連結会計年度末残高（百万円） 

賃貸等不動産 699,697 1,100,464 
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 150,571 171,968 

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 
（注２）当連結会計年度末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産評価に基づく金額、その他の物件は、｢不動産鑑

定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む｡）であります。 
 
【１株当たり情報に関する注記】 
１株当たり純資産額 1,605円70銭 
１株当たり当期純利益 125円79銭 

（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、株式給付信託が保有する当社株式は期末発行済株式総数及び期中平均株式数
の計算において控除する自己株式に含めております。なお、期末発行済株式総数の計算において控除した当該自己株式の期末発行済株
式数は127千株であり、期中平均株式数の計算において控除した当該自己株式数の期中平均株式数は84千株であります。 

 
【重要な後発事象に関する注記】 

  （自己株式の取得） 
   当社は、2019年１月18日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基

づき、自己株式取得に係る事項について以下の通り決議いたしました。 
   １．自己株式の取得を行う理由 

資本効率向上及び株主還元の拡充のため。 
   ２．取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類 
普通株式 

（２）取得し得る株式の総数 
10,000,000株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合4.61％) 

（３）株式の取得価額の総額 
100億円（上限） 

（４）取得期間 
2019年２月６日から2019年12月31日まで 

（５）取得方法 
東京証券取引所における市場買付け 
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【その他の注記】 
  （株式給付信託の導入） 
   当社は、2018年３月28日開催の第200期定時株主総会の決議に基づき、当連結会計年度より、中長期的な企業価値の増大に貢献する意

識を高めることを目的として、役員を対象とする株式報酬制度「株式給付信託 (Board Benefit Trust)」(以下「本制度」という｡）を導入
しております。 

   本制度に係る会計処理については、｢従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い｣（実務対応報告第30号 
平成27年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。 

   １．取引の概要 
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下本制度に基づき設定される信託を「本信託」という｡）を通じて取
得され、役員に対して、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以
下「当社株式等」という｡）が本信託を通じて給付される株式報酬制度となります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、
原則として役員の退任時となります。 

   ２．信託に残存する自社の株式 
当社は、本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く｡）により、純資産の部に自己株式として計
上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は199百万円、株式数は127千株であります。 
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■ 株主資本等変動計算書 （自2018年１月１日至2018年12月31日） （単位：百万円）  
 

 

株 主 資 本 

資本金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資本準備金 
その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

買換資産 
圧縮積立金 

繰越利益 
剰余金 

当 期 首 残 高 92,451 63,729 0 63,729 5,325 101,698 107,023 
当 期 変 動 額        
剰 余 金 の 配 当      △6,942 △6,942 
当 期 純 利 益      25,671 25,671 
買換資産圧縮積立金取崩額     △1 1  
自 己 株 式 の 取 得        
自 己 株 式 の 処 分   △0 △0    
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純 額)        

当 期 変 動 額 (合 計) ― ― △0 △0 △1 18,731 18,729 
当 期 末 残 高 92,451 63,729 0 63,729 5,323 120,429 125,753 
 

（単位：百万円）
 

 
株 主 資 本 評 価・換 算 差 額 等 

純資産 
合計 自己株式 株主資本 

合計 
その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当 期 首 残 高 △36 263,168 57,482 30,932 88,415 351,583 
当 期 変 動 額       
剰 余 金 の 配 当  △6,942    △6,942 
当 期 純 利 益  25,671    25,671 
買換資産圧縮積立金取崩額  ―    ― 
自 己 株 式 の 取 得 △205 △205    △205 
自 己 株 式 の 処 分 0 0    0 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純 額)   △11,185 ― △11,185 △11,185 

当 期 変 動 額 (合 計) △205 18,524 △11,185 ― △11,185 7,338 
当 期 末 残 高 △242 281,692 46,296 30,932 77,229 358,921 

 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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■ 個 別 注 記 表 
 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 
  １．資産の評価基準及び評価方法 
   （１）有価証券の評価基準及び評価方法 

満 期 保 有 目 的 の 債 券 償却原価法（定額法） 
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 
そ の 他 有 価 証 券  
 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 
 時価のないもの 移動平均法による原価法 

   （２）たな卸資産の評価基準及び評価方法 
販 売 用 不 動 産 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
仕 掛 販 売 用 不 動 産 同上 
開 発 用 不 動 産 同上 

  ２．固定資産の減価償却の方法 
有形固定資産（リース資産を除く）  
建 物 定額法 
構 築 物 同上 
機 械 及 び 装 置 同上 
車 両 運 搬 具 定率法 
工具、器具及び備品 同上 

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 
 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 
リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が2008年12月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  ３．引当金の計上基準 
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
なお、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権について、債権全額に貸倒引当金を
設定している場合は、当該貸倒引当金を債権から直接減額しております。当事業年度末に
おいて、この基準に該当する債権は2,698百万円であります。 

賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しておりま
す。 

退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しております。 
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により翌事業年度から費用処理しております。 

役 員 株 式 給 付 引 当 金 役員株式給付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における
株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

環 境 対 策 引 当 金 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）等の廃棄物処理の支出に備えるため、合理的に見積もった
額を計上しております。 

関係会社事業損失引当金 子会社等の事業に係る損失に備えて、財政状態並びに将来の回復見込等を勘案して必要と
認められる額を計上しております。 
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  ４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
   （１）繰延資産の処理方法 
      社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。 
   （２）ヘッジ会計の方法 
    ①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しており、それ以外のものについては、繰延ヘッジ処理に
よっております。 

    ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 金利スワップ 
ヘッジ対象 借入金 

    ③ヘッジ方針 
当社は金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。 

    ④ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ対象のキャッシュ・
フローの変動の累計を比較して有効性を判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定
を省略しております。 

（３）消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しております。 

 
【貸借対照表に関する注記】 

  １．担保に供している資産及び担保に係る債務 
（１）担保に供している資産 

建 物 11,209百万円
土 地 30,555百万円

（２）担保に係る債務 
未 払 金 902百万円
その他（流動負債） 16百万円
受 入 敷 金 保 証 金 192百万円
その他（固定負債） 2,839百万円
上記のほか、投資有価証券162百万円を、関係会社の資金借入に対する債務保証の担保として差し入れております。 

  ２．不動産特定共同事業（匿名組合方式）の対象不動産等 
販 売 用 不 動 産 97百万円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 2,080百万円
建 物 他 4,389百万円
土 地 22,817百万円
その他（無形固定資産） 0百万円
敷 金 及 び 保 証 金 76百万円
その他（投資その他の資産） 17百万円
     計 29,478百万円
上記に対応する出資受入金は、｢不動産特定共同事業出資受入金」に計上しております。 

  ３．有形固定資産の減価償却累計額 107,334百万円
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  ４．保証債務等 
マンション購入者等の住宅ローンに対する債務保証 13,308百万円
関係会社の取引に係る債務に対する債務保証 36百万円

     上記のほか、関係会社の建物賃貸借契約に係る債務（月額17百万円）について連帯保証を行っております。 
また、海外事業において当社が出資するプロジェクト会社の資金借入に関して、同社の負債比率を一定の水準に維持すること等を約
した保証契約を金融機関と締結しております。 

  ５．関係会社に対する金銭債権及び債務（区分表示したものを除く） 
短 期 金 銭 債 権 8,660百万円
長 期 金 銭 債 権 875百万円
短 期 金 銭 債 務 21,227百万円
長 期 金 銭 債 務 4,314百万円

  ６．事業用土地の再評価 
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る差額金を固定
負債及び純資産の部に計上しております。 
・再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める鑑定評価に基づいて算出しておりま
す。 

・再評価を行った年月日 2000年12月31日
  ７．当事業年度において、有形固定資産25,806百万円及び無形固定資産276百万円を保有目的の変更により、販売用不動産17,266百万円、

仕掛販売用不動産6,750百万円及び開発用不動産2,066百万円に振替えております。 
 
【損益計算書に関する注記】 

  関係会社との取引高 
営 業 収益に関する取引高 12,857百万円
営業費用に関する取引高 21,286百万円
営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 3,535百万円

 
【株主資本等変動計算書に関する注記】 

  当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 
普 通 株 式 153,713株

（注）当事業年度末の自己株式（普通株式）には、株式給付信託が保有する当社株式127,000株が含まれております。 
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【税効果会計に関する注記】 
  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰 延 税 金 資 産  
減 損 損 失  8,387百万円
退 職 給 付 引 当 金  2,230百万円
匿 名 組 合 分 配 損 益 未 実 現  1,868百万円
関 係 会 社 株 式 等 評 価 損  1,476百万円
貸 倒 引 当 金 繰 入 限 度 超 過 額  1,144百万円
投 資 有 価 証 券 評 価 損  721百万円
販 売 用 不 動 産 評 価 損  368百万円
そ の 他  2,041百万円

繰 延 税 金 資 産 小 計  18,238百万円
評 価 性 引 当 額  △12,609百万円
繰 延 税 金 資 産 合 計  5,629百万円
繰 延 税 金 負 債  
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  19,920百万円
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金  2,347百万円
そ の 他  629百万円

繰 延 税 金 負 債 合 計  22,897百万円
繰 延 税 金 の 純 額 （ 負 債 ）  17,267百万円

 
【リースにより使用する固定資産に関する注記】 
事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 
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【関連当事者との取引に関する注記】 
  子会社 

属性 会社等の名称 
議決権等の 
所有 (被所有) 

割合 
関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

(百万円) 科目 期末残高 
(百万円) 

子会社 東京建物リゾート㈱ 所有 
直接100％ 資金の貸付 資金の貸付(注１) 167 

(注２) 
短期貸付金 
関係会社 
長期貸付金 

1,593 
 

16,365 
  取引条件及び取引条件の決定方針等 
  （注１）金利については、市場金利を勘案して決定しております。 
  （注２）取引金額は前期末残高からの増減額を表示しております。 
 
【１株当たり情報に関する注記】 
１株当たり純資産額 1,655円47銭 
１株当たり当期純利益 118円38銭 

（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、株式給付信託が保有する当社株式は期末発行済株式総数及び期中平均株式数
の計算において控除する自己株式に含めております。なお、期末発行済株式総数の計算において控除した当該自己株式の期末発行済株
式数は127千株であり、期中平均株式数の計算において控除した当該自己株式数の期中平均株式数は84千株であります。 

 
【重要な後発事象に関する注記】 
（自己株式の取得） 

   当社は、2019年１月18日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基
づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。その概要は連結注記表【重要な後発事象に関する注記】に記載の通りであり
ます。 

 
【その他の注記】 
（株式給付信託の導入） 

   当社は、2018年３月28日開催の第200期定時株主総会の決議に基づき、当事業年度より、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を
高めることを目的として、役員を対象とする株式報酬制度「株式給付信託 (Board Benefit Trust)」を導入しております。その概要は連
結注記表【その他の注記】に記載の通りであります。 


